
234号　平成19年（2007年） 4月28日発行 4一般質問

︵
４
～
６
ペ
ー
ジ
ま
で
︶

市
議
会
定
例
会
で
は
、
提
出
さ
れ
た
議
案
を
審
議
す
る
ほ
か
に
、
一
般
質
問
と
し
て
、
各
議
員
が
市
政
全
般
に
対
し
て

質
問
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
は
18
人
37
件
の
一
般
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵ 

他 

は
そ
の
他
の
質
問
︶

二枚橋焼却場跡地
他市の焼却施設候補地に
挙げられているが市の対応は

状 況 が 流 動 的 で あ り
　 動 向 を 見 守 っ て き た

子

供

の

視

点

を

大

切

に

し

　

　

作

成

し

て

い

る

国
民
健
康
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証

　
　

一

本

化

す

べ

き

で

は

21
年
度
の
更
新
時
か
ら

　
　

実

施

し

て

い

き

た

い

新型インフルエンザ
感染予防マニュアルを
市独自に作成する考えは

都 に 相 談 し な が ら
　  検 討 し た い

特 定 健 診
　 自 己 負 担 の 考 え 方 は

国などの負担基準や
他市の状況等を踏まえ対応したい

け

や

き

並

木

 

周

辺

整

備

の

考

え

は

町
並
み
と
調
和
の
と
れ
た

 

ま

ち

づ

く

り

に

努

め

る

小
・
中
学
校
区
安
全
確
認
マ
ッ
プ

　
　

ど
の
よ
う
に
作
成
し
て
い
る
の
か

小
野
寺　

淳
議
員　

二
枚
橋
衛
生

組
合
は
、
平
成
19
年
３
月
で
の
焼

却
施
設
の
閉
鎖
を
決
定
し
、
そ
の

後
の
対
応
は
、
構
成
各
市
で
検
討

さ
れ
て
い
る
。
本
市
で
も
、
18
年

第
４
回
定
例
会
で
一
定
の
方
向
を

決
定
し
て
き
た
。

　

報
道
に
よ
る
と
、
二
枚
橋
焼
却

場
の
跡
地
が
他
市
の
焼
却
施
設
用

地
の
候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と

の
こ
と
だ
が
、
同
組
合
の
構
成
市

で
あ
る
本
市
と
調
布
市
は
、
ど
の

よ
う
な
考
え
か
。

市
長　

18
年
12
月
に
小
金
井
市
長

よ
り
、
同
組
合
用
地
を
建
設
候
補

地
の
一
つ
と
し
て
、
検
討
さ
せ
て

も
ら
い
た
い
と
の
話
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
調
布
市
は
そ
の

内
容
を
議
会
に
報
告
し
た
と
聞
い

て
い
る
が
、
本
市
と
し
て
は
、
状

況
が
流
動
的
な
こ
と
も
あ
り
、

動
向
を
注
意
深
く
見
守
っ
て

き
た
。

　

そ
の
後
、
19
年
２
月
の
同

組
合
議
会
で
小
金
井
市
長
よ

り
、
候
補
地
が
同
組
合
用
地

に
絞
り
込
ま
れ
る
公
算
が
大

き
く
な
っ
た
場
合
は
、
本
市

及
び
調
布
市
と
事
前
に
協
議

す
る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ

た
。

他 

学
校
教
育
プ
ラ
ン
21
事
業
実

施
計
画
に
つ
い
て
︵
第
２
期
︶

松
村　

寿
志
議
員　

安
心
で
安
全

な
ま
ち
づ
く
り
に
は
、
行
政
か
ら

の
情
報
発
信
だ
け
で
な
く
、
住
民

と
行
政
が
連
携
し
、
一
体
と
な
っ

た
防
犯
意
識
を
持
ち
続
け
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

　

市
で
は
、
犯
罪
の
減
少
の
た
め
、

防
犯
協
会
と
と
も
に
努
力
し
て
い

る
が
、そ
の
効
果
等
を
聞
き
た
い
。

市
長　

ひ
っ
た
く
り
等
の
発
生
件

数
は
減
少
傾
向
だ
が
、
空
き
巣
等

の
犯
罪
は
予
断
を
許
さ
な
い
の
で
、

今
後
も
、
警
察
や
防
犯
協
会
と
更

に
連
携
を
深
め
、
地
域
住
民
と
と

も
に
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り

に
努
め
た
い
。

村
井　

浩
議
員　

70
歳
以
上
の
人

が
、
医
療
窓
口
で
国
民
健
康
保
険

証
と
大
き
さ
の
異
な
る
高
齢
受
給

者
証
の
２
枚
を
必
要
と
さ
れ
、
不

便
と
の
声
を
聞
く
。

　

そ
こ
で
、
国
民
健
康
保
険
制
度

の
改
正
内
容
を
聞
き
た
い
。

生
活
文
化
部
長　

改
正
に
よ
り
、

70
歳
以
上
の
被
保
険
者
の
自
己
負

担
割
合
が
、
所
得
に
応
じ
て
１
割

ま
た
は
３
割
と
な
っ
た
。従
っ
て
、

自
己
負
担
割
合
を
明
示
し
た
高
齢

受
給
者
証
を
交
付
し
て
い
る
。

議
員　

３
割
負
担
と
な
っ
た
の
に
、

今
後
も
２
枚
必
要
と
す
る
の
は
不

合
理
な
の
で
、
一
本
化
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
い
つ
実
現
可
能
か
。

生
活
文
化
部
長　

一
本
化
に
は
、

現
行
の
電
算
シ
ス
テ
ム
の
改
修
が

必
要
と
な
る
が
、
現
在
、
平
成
20

年
度
か
ら
の
稼
動
に
向
け
、
新
た

な
シ
ス
テ
ム
を
準
備
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
証
と
高

齢
受
給
者
証
の
有
効
期
間
が
異
な

る
た
め
、
本
市
で
は
21
年
度
の
更

新
時
か
ら
一
本
化
し
て
い
き
た
い
。

他 

西
武
多
摩
川
線
多
磨
駅
の
駅
舎
と
周

辺
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

田
中　

愼
一
議
員　

品
川
区
で
は

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を

想
定
し
て
、
防
護
服
を
着
用
し
た

実
地
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
る
。　

　

本
市
に
お
い
て
も
、
万
全
な
対

策
を
と
る
べ
き
と
思
う
が
、
本
市

の
感
染
予
防
体
制
は
。

福
祉
保
健
部
長　

発
生
の
際
は
、

都
の
方
針
決
定
に
従
い
、
保
健
所

を
中
心
と
し
た
北
多
摩
南
部
保
健

医
療
圏
域
の
危
機
管
理
体
制
の
中

で
連
携
し
、
感
染
拡
大
等
を
防
止

す
る
対
策
を
講
じ
る
。

議
員　

市
が
主
体
的
な
対
策
を
取

り
、
府
中
市
版
の
感
染
症
対
策
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
べ
き
で
は
。

福
祉
保
健
部
長　

市
が
主
体
的
な

対
策
を
講
じ
、
行
動
す
る
こ
と
に

は
様
々
な
制
限
は
あ
る
が
、今
後
、

都
に
相
談
し
、
指
導
を
受
け
る
な

議
員　

安
心
し
て
住
め
る
ま
ち
づ

く
り
を
す
る
一
助
と
し
て
、
各
地

域
で
実
施
さ
れ
て
い
る
小
・
中
学

校
区
安
全
確
認
マ
ッ
プ
は
、
ど
の

よ
う
に
作
成
し
て
い
る
の
か
。

学
校
教
育
部
長　

同
マ
ッ
プ
は
、

防
犯
等
の
観
点
に
加
え
、
ま
ち
づ

く
り
の
観
点
等
か
ら
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
や

地
域
の
方
々
な
ど
の
参
加
を
得
て
、

児
童
・
生
徒
が
で
き
る
限
り
現
地

を
歩
く
中
で
、
子
供
の
視
点
を
大

切
に
し
な
が
ら
作
成
し
て
い
る
。

他 

天
神
島
に
つ
い
て

ど
し
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

他 

放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
の
推
進
に
つ

い
て
●

府
中
市
職
員
に
も
、
国
際
貢
献

活
動
な
ど
へ
の
参
加
者
へ
の
休
業
制
度

の
創
設
、
育
児
休
業
に
つ
い
て
も
育
児

と
仕
事
の
両
立
が
で
き
る
よ
う
に
改
善

を村
崎　

啓
二
議
員　

本
市
の
健
康

づ
く
り
施
策
の
中
核
的
事
業
で
あ

る
成
人
健
診
が
、
平
成
20
年
４
月

の
制
度
変
更
に
よ
り
、
特
定
健
診

と
な
り
、
健
診
の
実
施
主
体
が
、

市
か
ら
国
民
健
康
保
険
等
の
保
険

者
へ
と
変
わ
る
こ
と
と
な
る
。

　

現
時
点
で
は
不
確
定
な
事
項
も

多
い
が
、
現
行
の
水
準
を
後
退
さ

せ
ず
に
、
市
民
の
健
康
づ
く
り
施

策
を
更
に
充
実
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
特
定
健
診
の
自
己
負

担
及
び
被
扶
養
者
が
受

診
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
を
ど
う
考
え
る
か
。

生
活
文
化
部
長　

自
己

負
担
の
考
え
方
は
、
各

保
険
者
の
判
断
と
な
る

が
、
国
や
都
の
負
担
基

準
や
他
市
の
状
況
等
を

踏
ま
え
対
応
し
た
い
。

環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、

国
で
検
討
中
で
あ
る
。

議
員　

今
後
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
及
び
市
民
へ
の

周
知
方
法
は
。

生
活
文
化
部
長　

19
年
12
月
に
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
、
20

年
２
月
に
議
会
へ
の
報
告
を
予
定

し
て
い
る
。

　

市
民
へ
は
、
市
広
報
等
に
よ

り
、
３
月
に
公
表
し
た
い
。

他 

が
ん
対
策
基
本
法
の
今
年
４
月
施
行

に
伴
う
、
府
中
市
の
が
ん
対
策
・
が
ん

予
防
対
策
の
充
実
に
つ
い
て

村
木　

茂
議
員　

現
在
、
け
や
き

並
木
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
大
國

魂
神
社
や
市
の
各
主
管
課
な
ど
が

行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
管
理
体
制
を
一
つ
に
し
、 

け
や
き
並
木
を
本
市
の
誇
り
と
し

て
次
代
を
担
う

子
供
た
ち
へ
伝

え
て
い
く
こ
と

は
、
行
政
の
仕

事
と
明
確
に
す

べ
き
と
思
う
。

　

そ
こ
で
、
同

並
木
の
周
辺
整

備
に
対
す
る
市

の
考
え
を
聞
き

た
い
。

市
長　

同
並
木
は
、
近
年
、
樹
勢

の
衰
え
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、

平
成
18
年
度
に
、
け
や
き
並
木
保

存
管
理
計
画
策
定
委
員
会
を
設
置

し
、
保
全
・
保
護
に
関
す
る
具
体

的
な
対
策
を
検
討
し
て
い
る
。

　

今
後
、景
観
法
の
制
定
を
受
け
、

本
市
の
景
観
条
例
を
よ
り
実
効
性

の
あ
る
も
の
に
改
正
す
る
と
と
も

に
、
周
辺
地
区
の
町
並
み
と
調
和

の
と
れ
た
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
て

い
く
。

地
区
整
備
推
進
本
部
長　

車
道
部

分
な
ど
の
管
理
主
体
に
つ
い
て
は
、

関
係
機
関
と
協
議
す
る
と
と
も
に
、

市
民
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
整
備

計
画
を
調
査
・
検
討
し
て
い
き
た

い
。

他 

市
政
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
つ
い
て

　　▲けやき並木

　　▲ 3月31日に行われた埋火式




